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議　　会議　　会

市
の
各
計
画
の

市
の
各
計
画
の

  
策
定
・
見
直
し

策
定
・
見
直
し

門
真
市
第
５
次
総
合
計
画

の
中
間
見
直
し
を
実
施

　

市
は
、22
年
３
月
に
策
定
し
た「
門

真
市
第
５
次
総
合
計
画
」
に
つ
い
て
、

社
会
情
勢
の
変
化
な
ど
を
ふ
ま
え
、

中
間
見
直
し
を
行
い
ま
し
た
。

　

見
直
し
後
の
「
門
真
市
第
５
次
総

合
計
画
（
改
定
版
）」
は
、
27
年
度

〜
31
年
度
の
市
の
指
針
と
な
り
ま
す
。

◆
門
真
市
総
合
計
画
と
は

　

門
真
市
総
合
計
画
は
、
ま
ち
づ
く

り
の
方
向
と
目
標
を
明
ら
か
に
し
た

も
の
で
す
。
現
在
の
計
画
の
期
間
は
、

22
年
度
〜
31
年
度
で
す
。

◆
中
間
見
直
し
の
概
要

○ 

計
画
期
間
内
の
人
口
推
計
・
財
政

見
通
し

○ 

社
会
経
済
情
勢
の
変
化
や
市
の
施

策
展
開
に
伴
う
文
章
表
現

○ 

達
成
度
を
測
る
指
標

○ 

市
民
の
幸
福
実
感
を
示
す
指
標

「
門
真
市
幸
福
度
指
標
」
の
一
部

を
「
達
成
度
を
測
る
指
標
」
に
導

入
※
計
画
体
系
の
変
更
な
し

門
真
市
幸
福
度

指
標
を
策
定

　

市
は
、
３
月
に
、
市
民
の
幸
福
実

感
を
示
す
指
標
と
し
て
、
「
門
真
市

幸
福
度
指
標
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

◆
門
真
市
幸
福
度
指
標
と
は

　

こ
れ
ま
で
の
物
質
的
・
経
済
的
な

豊
か
さ
に
加
え
、
市
民
の
皆
さ
ん
が

感
じ
る
「
幸
福
感
」
を
測
る
た
め
の

尺
度
で
す
。
何
が
市
民
の
幸
せ
に
つ

な
が
る
の
か
と
い
う
観
点
の
「
概
念

指
標
」
と
、
概
念
指
標
を
検
証
す
る

「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
指
標
」
か
ら
成
り

ま
す
。

◆
門
真
市
幸
福
度
指
標
の
活
用
方
法

○ 

市
民
幸
福
実
感
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結

果
な
ど
を
、
市
の
政
策
の
基
礎
資

料
と
す
る

○ 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
指
標
の
一
部
を
第

５
次
総
合
計
画
の
達
成
度
を
測
る

指
標
に
設
定
し
、
行
政
評
価
の
材

料
と
す
る

問
合
先　

企
画
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
５
７
２

門
真
市
第
６
期
高
齢
者
保

健
福
祉
計
画
を
策
定

　

市
内
の
高
齢
者
を
取
り
巻
く
状
況

を
ふ
ま
え
、
老
人
福
祉
法
に
基
づ
き
、

国
と
府
の
基
本
指
針
に
沿
っ
て
取
り

組
む
べ
き
施
策
を
盛
り
込
ん
だ
、

「
第
６
期
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
」

を
策
定
し
ま
し
た
。
前
期
計
画
に
引

き
続
き
、
超
高
齢
社
会
を
見
据
え
た

高
齢
者
施
策
を
進
め
ま
す
。

計
画
期
間

　

27
年
度
〜
29
年
度

計
画
の
対
象

市
民
、
地
域
団
体
、
介
護
保
険
サ

ー
ビ
ス
事
業
者
、
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
、
関
係
機
関
な
ど

計
画
の
基
本
理
念

　

10
年
後
、
20
年
後
の
中
長
期
的
視

点
に
立
っ
た
施
策
を
総
合
的
に
進
め

る
た
め
、
「
み
ん
な
で
つ
く
る　

い

き
い
き
・
健
や
か　

人
に
や
さ
し
い

ま
ち
」
の
実
現
を
め
ざ
し
、
総
合
的

な
介
護
予
防
対
策
の
推
進
、
生
活
自

立
へ
の
支
援
、
高
齢
者
の
尊
厳
の
確

保
、
生
き
が
い
づ
く
り
と
社
会
参
加

の
促
進
、
住
み
や
す
い
環
境
づ
く
り
、

総
合
的
な
推
進
体
制
の
充
実
を
目
標

に
掲
げ
て
い
ま
す
。

問
合
先

　

高
齢
福
祉
課 

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
６
１
７
６ 

門
真
市
第
３
次
障
が
い
者

計
画
を
策
定

　

市
は
障
が
い
の
あ
る
人
に
関
わ
る

施
策
の
基
本
方
針
を
全
面
的
に
見
直

し
、
新
た
に
「
門
真
市
第
３
次
障
が

い
者
計
画
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

　

23
年
８
月
に
、
障
害
者
基
本
法
が

一
部
改
正
さ
れ
、
25
年
度
に
は
国
で

障
害
者
基
本
計
画
（
第
３
次
）
が
策

定
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
府
で
は
24

年
度
に
第
４
次
大
阪
府
障
が
い
者
計

画
を
策
定
し
て
い
ま
す
。
新
し
い
計

画
に
は
、
こ
う
し
た
国
・
府
の
動
き

を
反
映
さ
せ
て
い
ま
す
。

計
画
期
間

　

27
年
度
〜
32
年
度

計
画
の
対
象

　

 

市
民
、
地
域
団
体
、
障
が
い
福
祉

サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
、
企
業
、

関
係
機
関
な
ど

計
画
の
基
本
理
念

　

障
害
者
基
本
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
23
年
８
月
施
行
）
は
、
す

べ
て
の
国
民
が
、
障
が
い
の
有
無
に

よ
っ
て
分
け
隔
て
ら
れ
る
こ
と
な
く
、

相
互
に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
合
い

な
が
ら
共
生
す
る
社
会
を
実
現
す
る

こ
と
が
目
的
と
し
て
明
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
「
門
真
市
第
３
次
障
が
い
者

計
画
」
で
も
、
こ
れ
ま
で
の
市
の
障

が
い
者
計
画
に
対
す
る
考
え
方
を
継

承
し
つ
つ
、
め
ざ
す
べ
き
将
来
像
を

「
一
人
ひ
と
り
の
自
立
を
支
え
合
い
、

共
に
生
き
る
ま
ち
門
真
」
と
し
て
い

ま
す
。

問
合
先

　

障
が
い
福
祉
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
６
１
５
４

　

℻  
０
６
（
６
９
０
５
）
９
５
１
０

税

金

税

金

￥固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
第
１
期
分

軽
自
動
車
税
全
期
分

　

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
第
１

期
分
と
軽
自
動
車
税
全
期
分
の
納
付

期
限
は
６
月
１
日
㈪
で
す
。

　

期
限
内
に
、
最
寄
り
の
取
扱
金
融

機
関
や
郵
便
局
、
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
で

納
め
て
く
だ
さ
い
。
納
期
限
が
過
ぎ

る
と
、
期
間
に
応
じ
て
延
滞
金
な
ど

が
加
算
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

な
お
、
市
税
の
納
付
に
は
、
便
利
で

安
心
・
安
全
な
口
座
振
替
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

◆
日
曜
納
付
相
談

と
き　

５
月
31
日
㈰

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

と
こ
ろ　

納
税
課

　

（
市
役
所
別
館
２
階
）

※
証
明
書
発
行
な
ど
は
不
可

問
合
先　

納
税
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
９
３
５

大
阪
府
域
地
方
税
徴
収
機

構
を
設
置

　

府
に
お
け
る
25
年
度
末
の
府
・
市

町
村
税
収
入
未
済
額
は
約
９
４
０
億

円
に
上
り
、
税
の
滞
納
圧
縮
は
市
で

も
喫
緊
の
課
題
で
す
。
27
年
度
か
ら
、

府
で
は
大
阪
府
域
地
方
税
徴
収
機
構

を
設
置
し
、
府
内
27
市
町
と
府
に
よ

る
共
同
徴
収
を
開
始
し
ま
す
。

徴
収
機
構
の
取
扱
事
案

○ 

長
期
間
納
税
が
滞
っ
て
い
る

○ 

納
税
資
力
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
納
税
が
な
い

○ 

高
額
の
税
を
滞
納
し
て
い
る

問
合
先　

納
税
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
９
３
５

軽
自
動
車
税
の
納
付
と
減
免

申
請
は
６
月
１
日
㈪
ま
で

　

軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日

現
在
の
所
有
者
（
ま
た
は
使
用
者
）

に
課
税
さ
れ
ま
す
。
４
月
２
日
以
降

に
名
義
変
更
や
廃
車
の
手
続
き
を
し

て
も
、
そ
の
年
度
分
は
課
税
さ
れ
、

払
い
戻
し
も
あ
り
ま
せ
ん
。

27
年
度
軽
自
動
車
税
の
年
税
額

　

【
表
１
】・【
表
２
】
参
照

納
付
期
限　

６
月
１
日
㈪

※ 

軽
三
輪
、
軽
四
輪
は
登
録
日
に
よ

っ
て
税
率
が
変
更
（【
表
２
】
参
照
）

※ 

納
税
通
知
書
は
５
月
11
日
㈪
か
ら

順
次
発
送

軽
自
動
車
の
登
録
・
廃
車
手
続
場
所

【
原
動
機
付
自
転
車
（
１
２
５
cc
以

下
）・
小
型
特
殊
自
動
車
に
つ
い

て
】

課
税
課
（
市
役
所
別
館
２
階
）

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
８
７
４

【
軽
自
動
車
二
輪
（
１
２
５
cc
超
）・

二
輪
の
小
型
自
動
車
（
２
５
０
cc

超
）
に
つ
い
て
】

近
畿
運
輸
局
大
阪
運
輸
支
局

　

（
寝
屋
川
市
高
宮
栄
町
12
‐
１
）

　

☎
０
５
０
（
５
５
４
０
）
２
０
５
８

【
軽
自
動
車
三
輪
・
軽
自
動
車
四
輪

に
つ
い
て
】

　

軽
自
動
車
検
査
協
会
高
槻
支
所

　

（
高
槻
市
大
塚
町
４
‐
20
‐
１
）

　

☎
０
５
０
（
３
８
１
６
）
１
８
４
１

◆
軽
自
動
車
税
の
減
免

対 

象　

身
体
に
障
が
い
が
あ
る
な
ど
、

一
定
の
要
件
を
満
た
す
人
（
１
人

１
台
に
限
る
）

申
請
期
限　

６
月
１
日
㈪

※
同
じ
車
両
で
も
毎
年
申
請
が
必
要

※ 

詳
し
く
は
納
税
通
知
書
同
封
の

「
減
免
の
お
知
ら
せ
」
を
参
照

減
免
申
請
に
必
要
な
物

　

 

27
年
度
軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書
、

身
体
障
が
い
者
手
帳
な
ど
、
運
転

免
許
証
、
印
鑑

※ 

状
況
確
認
書
や
診
察
券
の
写
し
な

ど
が
必
要
な
場
合
あ
り

※ 

身
体
障
が
い
者
手
帳
な
ど
は
４
月

１
日
時
点
で
交
付
を
受
け
て
い
る

こ
と

申
請
・
問
合
先

　

課
税
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
８
７
４

自
動
車
税
の
納
付
期
限
は

６
月
１
日
㈪

　

自
動
車
税
の
納
付
期
限
は
６
月
１

日
㈪
で
す
。
納
税
通
知
書
に
記
載
の

取
扱
金
融
機
関
、
郵
便
局
、
コ
ン
ビ

ニ
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
納
付
期

限
ま
で
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

※ 

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
支
払

い
は
、府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://

www.pref.osaka.lg.jp/

）か
ら
手

続
き

問
合
先

　

府
自
動
車
税
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　

 

☎
０
５
７
０
‐
０ふ

２ぜ

０い

１コ

５ー

６ル

門
真
市
第
４
期
障
が
い
福

祉
計
画
を
策
定

　

市
は
、
新
た
に
「
門
真
市
第
４
期

障
が
い
福
祉
計
画
」
を
策
定
し
ま
し

た
。
こ
の
計
画
で
は
、
障
害
者
総
合

支
援
法
と
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
障

が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
や
相
談
支
援
な

ど
の
施
策
の
充
実
に
向
け
て
、
制
度

改
革
を
ふ
ま
え
た
目
標
を
設
定
し
、

達
成
に
向
け
た
取
り
組
み
を
推
進
し

ま
す
。

計
画
期
間

　

27
年
度
〜
29
年
度

計
画
の
対
象

　

 

身
体
・
知
的
・
精
神
の
障
が
い

（
発
達
障
が
い
を
含
む
）
な
ど
で
、

そ
の
障
が
い
や
社
会
的
障
壁
（
障

が
い
が
あ
る
人
に
と
っ
て
障
壁
と

な
る
事
物
･
制
度
･
慣
行
･
観
念

な
ど
）
に
よ
り
、
日
常
生
活
、
社

会
生
活
で
継
続
的
に
相
当
な
制
限

を
受
け
る
状
態
に
あ
る
人
（
難
病

に
起
因
す
る
場
合
も
含
む
）

計
画
の
基
本
理
念

　

共
生
社
会
の
実
現
に
向
け
て
、
す

べ
て
の
障
が
い
の
あ
る
人
な
ど
が
、

可
能
な
限
り
身
近
な
場
所
で
日
常
生

活
や
社
会
生
活
を
営
む
た
め
の
支
援

を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
社
会
参
加

の
機
会
が
確
保
さ
れ
、
日
常
生
活
や

社
会
生
活
を
営
む
う
え
で
障
壁
と
な

る
も
の
を
取
り
除
く
こ
と
を
め
ざ
し

ま
す
。

問
合
先

　

障
が
い
福
祉
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
６
１
５
４

　

℻  
０
６
（
６
９
０
５
）
９
５
１
０

◆
各
計
画
の
閲
覧
場
所

各
計
画
の
担
当
課
（
問
合
先
）
、
市
情
報
コ
ー
ナ
ー
、
南
部
市
民
セ
ン

タ
ー
、
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
市
立
公
民
館
、
文
化
会
館
、
図
書
館
本

館
、
市
民
プ
ラ
ザ
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

※ 

門
真
市
第
６
期
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
は
、
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
高

齢
者
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
で
も
閲
覧
可

※
各
計
画
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載

【表１】原動機付自転車・軽二輪車・二輪小型自
動車などの年税額（１台あたり）

種　　　　別 年税額

原動機付自転車

50cc以下 1000円

90cc以下 1200円

125cc以下 1600円

ミニカー（50cc以下） 2500円

小型特殊自動車
 農耕作業用 1600円

 特殊作業用 4700円

二輪の軽自動車 軽二輪  （125cc超） 2400円

二輪の小型自動車（250cc超） 4000円

【表２】軽三輪・軽四輪自動車の年税額（１台あ
たり）

種　　　　別

年　税　額

新 車 新 規 登 録
（※）が27年３
月31日以前

新 車 新 規 登 録
（※）が27年４
月１日以後【新
税率】

軽
自
動
車

軽三輪 3100円 3900円

四輪乗用
営業用 5500円 6900円

自家用 7200円 1万800円

四輪貨物
営業用 3000円 3800円

自家用 4000円 5000円

※ 「新車新規登録」とは、初めて道路運送車両法第60条第１
項後段の規定による車両番号の指定を受けること（通常は
車検証記載の初度検査年月）

第１回臨時会の開催予定
　会議は誰でも無料で傍聴でき
ます。なお、傍聴席（本会議は
一般席32人・車椅子使用者席３
人）は先着順です。

と　き 内　容

５月20日㈬ 本会議

５月21日㈭ 本会議

傍 聴受付　当日の午前９時30分
から議場前（市役所本館１階）
に直接
※ 時間は午前10時から。日程は
都合により変更の場合あり
問合先　議会事務局
　☎０６（６９０２）６９７８
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